
国保
国民健康保険に
 ご加入の人へ

３月のコクホ
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「支え合い　認め合い

　責任持ち合う女と男」

男女共同参画社会

市　民

家庭では 地域では

職場では

企　業 行　政

市民団体

学校では

　昨年９月号から始まった「シリーズ男女
共同参画」も今月が最終回です。
　これまで、男女をめぐるしきたりや慣行、
セクハラ、ＤＶ、女性の参画・登用、ワーク・

ライフ・バランスなどについて考えてきました。思い当たることがありませんでしたか？
　でもこれは「男だから」「女だから」という価値観が中心だったこれまでの姿です。シリーズ
最後の今回は、家庭で、地域で、男女共同参画が進んだ香南市の近未来図です。

ひと ひと

　女性も男性も一人一人が家族として責任
をもち、家事も育児も介護もともに助け合い
ながら暮らしています。

　町内会にも男女が参画して一緒に決定し、
老若男女が共に地域の清掃や子育てサーク
ルに参加し、豊かな地域を作っていきます。

　性別にとらわれないそれぞれに応じた教
育により、自分を大切にし、人を思いやる子
どもが育っています。

　採用や登用・賃金などの男女格差が解消さ
れ、男女共に育児・介護休業を積極的に利用
して、それぞれの個性や能力を発揮しワーク・
ライフ・バランスのとれた働きをしています。

　一人ひとりの人権が大切に守られ、だれもが
豊かに暮らせる社会、これが、香南市のめざす
男女共同参画社会です。
　私たち市民・企業・市民団体と行政の協同で
男女共同参画社会を進めていきましょう。
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退職退職・就職就職およびおよび転入出転入出したときしたとき
　勤め先などの健康保険に加入・脱退した場合、または市から転出・市へ転入した場合

などは、国保への届け出が必要です。

◆勤め先などの健康保険に加入、または市から転出する場合
　市国保の資格がなくなります。喪失の届け出をしてください。その際、現在の国保の

保険証を市役所に必ずお返しください。

　届け出が遅れて、国保の資格がないのに、国保の保険証を使って病院などで受診し

た場合、国保が負担した金額（医療費から自己負担額を除いた金額）を、市役所に返し

ていただくことがあります。

　また、国保と新しく加入した健康保険の両方に、保険税（料）を納めることにもなり

ます。

■喪失の届け出に必要なもの

①印鑑（認め印でよい）

②新しく加入した健康保険の保険証（もしくはその写し）

③今まで使っていた国保の保険証
※転出の場合、②は必要ありません

◆勤め先などの健康保険から脱退、または市へ転入する場合
　市国保の資格を取得します。取得の届け出をしてください。

　届け出が遅れると、保険証がないため、医療費の全額が自己負担になります。また、

加入資格が発生した時点にさかのぼって国保税を納めなければなりません。

（例）21年３月31日に会社を退職。そのまま就職せずに、国保への届け出を10月１日に

した場合、退職した翌日の４月１日にさかのぼって国保に加入することになります。

■加入の届け出に必要なもの

①印鑑（認め印でよい）

②離職票や健康保険資格喪失連絡票など、退職した日（健康保険が切れた日）が分かる

書類
※転入の場合、②は必要ありません

現在、現在、県外県外の大学・専門学校大学・専門学校
などへ通っているなどへ通っている学生学生の方への方へ
 市に住民票がない学生（県外の大学・専門学

校などに通っている）で、市の国保に加入し

ている人（「マル学」該当者といいます）は、学

校を卒業、あるいは就職して勤め先の健康保

険に加入すると同時に、国保の資格を喪失し

ます。

　卒業あるいはお勤め先の健康保険に加入

した場合は、保険証は使えませんので、必ず

届け出をするようにしてください。

※このような人の保険証には、右上隅に「学」と印刷され
ています

ピ
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ク
色

　22年度の新しい保険証を３月中旬に郵

送します。保険証はピンク色の封筒に入れ

て、世帯員全員分を一つの封筒で郵送しま

す。保険証が重なっている場合があります

ので、十分にご確認ください。

◆70～74歳の人が世帯にいる場合
　高齢受給者証（ハガキ大のピンク色の証）

を同封しています。

　22年度も引き続き、医療機

関での窓口での負担軽減（自

己負担が２割から１割に据え

置き）が、行われることになりました。

　４月からは、新しくお送りする受給者証

（有効期間が22年４月１日～22年７月31日）

を使用していただき、現在お持ちの受給者

証は４月以降に返却してください。

※ただし、３割負担の方は、７月末まで現在の受給者

証をお使いください

お忘れのないように

お願いします

広報こうなん 2010.３（17) 広報こうなん 2010.３ (16)


